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国
民
健
康
保
険
に
つ
い
て
は
、
高
齢
化
や

一
人
あ
た
り
の
医
療
費
の
増
大
に
伴
い
、
引

き
続
き
厳
し
い
運
営
が
予
想
さ
れ
る
た
め
、

特
定
健
康
診
査
の
受
診
率
向
上
な
ど
に
よ
る

医
療
費
の
抑
制
や
、
国
民
健
康
保
険
税
の
収

納
率
向
上
な
ど
給
付
財
源
の
確
保
に
よ
り
、

国
民
健
康
保
険
事
業
の
安
定
的
な
運
営
に
努

め
ま
す
。

　

ま
た
、
今
後
予
定
さ
れ
て
い
る
国
民
健
康

保
険
の
都
道
府
県
へ
の
移
行
に
つ
い
て
は
、

国
の
動
向
を
注
視
し
な
が
ら
、
北
海
道
な
ど

関
係
機
関
と
連
携
を
密
に
し
て
適
切
に
対
応

し
ま
す
。　

　

介
護
保
険
制
度
に
つ
い
て
は
、
制
度
の
周

知
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
安
心
し
て
適
正

な
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
る
よ
う
介
護
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
の
連
携
強
化
に
努
め
ま
す
。

　

生
活
保
障
と
自
立
支
援
に
つ
い
て
は
、
生

活
実
態
を
把
握
す
る
た
め
の
相
談
に
適
切
に

対
応
す
る
と
と
も
に
、
各
種
制
度
を
活
用
し

た
支
援
に
努
め
ま
す
。

　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
心
和
園
に
つ
い
て

は
、
指
定
管
理
者
が
行
う
福
祉
サ
ー
ビ
ス
第

三
者
評
価
事
業
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
評

価
の
結
果
を
公
表
す
る
こ
と
で
、
施
設
運
営

の
透
明
性
の
確
保
と
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
つ

な
げ
ま
す
。

　

介
護
老
人
保
健
施
設『
こ
こ
み
』は
、
町
民

の
皆
さ
ん
の
施
設
運
営
の
目
的
や
内
容
へ
の

理
解
が
深
ま
っ
た
こ
と
で
、
安
定
し
た
入
所

利
用
で
の
運
営
と
な
っ
て
い
ま
す
。
今
後
も

安
心
し
て
入
所
で
き
る
介
護
老
人
保
健
施
設

の
役
割
に
即
し
た
運
営
に
取
り
組
み
ま
す
。

　

障
害
福
祉
に
つ
い
て
は
、
本
年
度
を
始
期

と
す
る
『
第
4
期
厚
岸
町
障
が
い
者
基
本
計

画
』『
第
4
期
厚
岸
町
障
が
い
福
祉
計
画
』
に

基
づ
き
事
業
を
推
進
し
ま
す
。
ま
た
、
増
加

傾
向
に
あ
る
発
達
障
害
や
精
神
障
害
の
個
別

の
事
例
に
つ
い
て
、
関
係
機
関
と
連
携
し
て
、

一
人
一
人
の
能
力
や
適
性
に
応
じ
た
支
援
に

努
め
ま
す
。

　

子
育
て
支
援
に
つ
い
て
は
、
本
年
度
始
期

と
な
る
子
育
て
支
援
策
の
基
本
的
な
方
向
性

と
主
要
施
策
を
示
す
『
厚
岸
町
子
ど
も
・
子

育
て
支
援
事
業
計
画
』
に
基
づ
き
、
各
種
施

策
を
推
進
し
ま
す
。
町
単
独
事
業
と
し
て
は
、

子
育
て
お
助
け
ブ
ッ
ク
の
配
付
、
保
育
料
の

助
成
、
出
産
祝
金
の
支
給
、
妊
婦
健
康
診
査

通
院
費
の
助
成
を
継
続
し
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
保
育
料
助
成
を
第
3
子
以
降
に

加
え
第
2
子
に
も
助
成
し
、
子
育
て
世
帯
へ

の
経
済
的
支
援
に
努
め
ま
す
。

　

ま
た
、
保
育
所
の
耐
震
診
断
の
結
果
や
施

設
の
老
朽
化
と
児
童
数
の
推
移
、
さ
ら
に
町

内
の
私
立
幼
稚
園
の
動
向
を
踏
ま
え
、
今
後

の
保
育
所
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
ま
す
。

続
き
全
町
的
な
見
守
り
支
援
体
制
の
充
実
に

努
め
ま
す
。

　

高
齢
者
福
祉
に
つ
い
て
は
、
本
年
度
を
始

期
と
す
る
『
第
6
期
厚
岸
町
高
齢
者
保
健
福

祉
計
画
・
介
護
保
険
事
業
計
画
』
に
基
づ
き

事
業
を
推
進
し
ま
す
。

　

高
齢
者
が
安
心
し
て
生
活
で
き
る
よ
う
に
、

キ
ャ
ラ
バ
ン
メ
イ
ト
や
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー

な
ど
の
高
齢
者
を
支
援
す
る
人
材
の
養
成
に

努
め
る
と
と
も
に
、
S
O
S
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
活
用
を
図
り
ま
す
。

　

ま
た
、
判
断
能
力
の
不
十
分
な
人
の
権
利

擁
護
の
担
い
手
と
な
る
市
民
後
見
人
の
フ
ォ

ロ
ー
ア
ッ
プ
研
修
を
実
施
し
、
後
見
人
制
度

運
用
の
た
め
の
体
制
整
備
に
つ
い
て
も
検
討

を
進
め
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
中
心

と
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
に
努
め
ま
す
。

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
つ
い
て
は
、
昨
年

度
か
ら
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
心
和
園
お
よ

び
在
宅
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
を
指

定
管
理
者
に
よ
る
管
理
運
営
と
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
昨
年
度
に
引
き
続
き
実
施
さ
れ
る

臨
時
福
祉
給
付
金
と
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例

給
付
金
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
関
係
各
課
と

の
連
携
に
よ
り
万
全
な
体
制
を
と
っ
て
い
き

ま
す
。

　

さ
ら
に
、
両
給
付
金
の
対
象
者
に
町
内
で

使
用
で
き
る
商
品
券
を
上
乗
せ
交
付
す
る
こ

と
で
、
一
層
の
経
済
的
支
援
に
努
め
ま
す
。

個
性
と
感
性
が
き
ら
め
く

ま
ち
づ
く
り　

　

教
育
委
員
会
と
連
携
し
教
育
環
境
の
充
実

を
図
る
こ
と
は
、
行
政
の
重
要
な
役
割
で
す
。

　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す

る
法
律
の
改
正
に
よ
り
、
首
長
と
教
育
委
員

会
に
よ
る
総
合
教
育
会
議
の
設
置
や
、
教
育
、

学
術
お
よ
び
文
化
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的

な
施
策
方
針
を
定
め
た
大
綱
の
策
定
、
教
育

長
の
直
接
任
命
制
に
よ
り
、
教
育
行
政
に
対

す
る
首
長
の
関
わ
り
が
明
確
に
な
り
ま
す
。

　

教
育
行
政
に
対
す
る
責
務
を
果
た
す
こ
と

は
も
と
よ
り
、
教
育
の
政
治
的
中
立
性
、
継

続
性
、
安
定
性
確
保
の
重
要
性
を
認
識
し
な

が
ら
、
厚
岸
町
の
教
育
水
準
の
維
持
向
上
と
、

教
育
振
興
の
充
実
に
向
け
た
取
り
組
み
を
進

め
て
い
け
る
よ
う
、
教
育
委
員
会
と
の
連
携

強
化
を
図
り
ま
す
。

　

学
校
教
育
施
設
に
つ
い
て
は
、
校
舎
の
適

切
な
維
持
管
理
を
継
続
す
る
と
と
も
に
、
太

田
地
区
の
教
員
住
宅
を
改
築
し
ま
す
。

　

ま
た
、
経
済
的
理
由
に
よ
る
就
学
困
難
な

児
童
生
徒
の
保
護
者
援
助
の
ほ
か
、
私
立
幼

稚
園
就
園
奨
励
等
に
よ
る
支
援
を
継
続
す
る

と
と
も
に
、
厚
岸
翔
洋
高
等
学
校
へ
通
学
す

る
生
徒
に
対
す
る
通
学
費
一
部
助
成
に
つ
い
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ま
た
消
費
税
率
が
8
％
か
ら
10
％
へ
の
引
き

上
げ
を
見
送
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
国
か
ら
交

付
さ
れ
る
地
方
財
源
へ
の
影
響
を
懸
念
し
て

い
ま
し
た
。

　

現
在
、
総
務
省
か
ら
示
さ
れ
て
い
る
地
方

財
政
計
画
で
は
、
地
方
税
総
額
は
7
・
1
％

の
増
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
地
方
財
源

の
不
足
を
補
て
ん
す
る
地
方
交
付
税
が
0
・

8
％
の
減
、
臨
時
財
政
対
策
債
が
19
・
1
％

の
減
と
な
り
、
地
方
譲
与
税
も
2
・
6
％
の

減
が
示
さ
れ
、
従
前
に
も
増
し
て
厳
し
い
財

政
環
境
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

新
年
度
一
般
会
計
予
算
案
の
歳
入
で
は
、

町
税
が
固
定
資
産
税
の
評
価
替
え
に
よ
る
減

を
町
民
税
な
ど
の
収
入
増
に
よ
っ
て
補
い
、

前
年
度
を
上
回
る
約
10
億
円
を
計
上
し
、
一

方
、
普
通
交
付
税
は
前
年
度
よ
り
も
約
5
1

0
0
万
円
少
な
い
約
33
億
5
3
0
0
万
円
を

計
上
し
ま
し
た
。
前
年
度
の
交
付
決
定
額
は

約
37
億
1
0
0
0
万
円
で
す
が
、
地
方
交
付

り
、
従
来
の
勤
務
評
定
に
替
え
、
よ
り
客
観

性
、
透
明
性
の
高
い
人
事
評
価
制
度
が
法
律

上
の
制
度
と
し
て
導
入
さ
れ
、
平
成
28
年
4

月
1
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
予
定
で
す
。

　

人
事
評
価
制
度
は
、
職
員
が
そ
の
職
務
を

遂
行
す
る
に
あ
た
り
発
揮
し
た
能
力
お
よ
び

挙
げ
た
業
績
を
公
正
に
把
握
す
る
こ
と
で
、

職
員
の
主
体
的
な
職
務
の
遂
行
お
よ
び
よ
り

高
い
能
力
を
持
っ
た
職
員
の
育
成
を
行
う
と

と
も
に
、
能
力
・
実
績
に
基
づ
く
人
事
管
理

を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
組
織
全
体
の
士
気
高

揚
を
促
し
、
公
務
能
率
の
向
上
に
つ
な
げ
、

最
終
的
に
は
町
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
の
土
台

を
つ
く
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
町
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な

基
本
事
項
を
踏
ま
え
、
人
事
評
価
の
基
盤
と

な
る
人
材
育
成
基
本
方
針
を
改
定
す
る
と
と

も
に
、
人
事
評
価
制
度
を
適
正
か
つ
円
滑
に

運
用
し
て
い
く
た
め
の
課
長
等
に
よ
る
評
価

者
研
修
を
実
施
す
る
な
ど
、
本
年
度
内
の
一

部
試
行
、
平
成
28
年
度
か
ら
の
本
格
運
用
に

向
け
て
取
り
組
み
ま
す
。

　

ま
た
、
近
年
、
全
国
の
市
町
村
に
お
い
て

広
が
り
を
見
せ
て
い
る『
ふ
る
さ
と
納
税
』の

推
進
活
動
を
背
景
に
、
国
は
地
方
創
生
を
推

進
す
る
た
め
、
制
度
の
一
層
の
拡
充
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
施
策
を
示
し
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
国
か
ら
要
請

さ
れ
て
い
る
寄
附
金
控
除
の
趣
旨
を
踏
ま
え

た
良
識
あ
る
対
応
の
中
で
、
本
町
と
し
て
最

も
ふ
さ
わ
し
い『
ふ
る
さ
と
納
税
』の
あ
り
方

に
つ
い
て
検
討
し
ま
す
。

　

平
成
27
年
度
予
算
編
成
は
、
昨
年
12
月
の

衆
議
院
解
散
総
選
挙
に
よ
り
、
政
府
の
予
算

編
成
の
日
程
が
例
年
よ
り
も
大
幅
に
遅
れ
、

て
も
引
き
続
き
実
施
し
ま
す
。

　

体
育
施
設
に
つ
い
て
は
、
宮
園
公
園
野
球

広
場
の
ト
イ
レ
改
修
を
行
い
、
良
好
な
施
設

環
境
整
備
を
図
り
ま
す
。

み
ん
な
で
つ
く
る

協
働
の
ま
ち
づ
く
り　

　

町
内
の
各
種
団
体
が
行
う
ま
ち
づ
く
り
活

動
を
支
援
し
、
ま
ち
の
活
性
化
を
図
る
こ
と

を
目
的
に
し
た『
ま
ち
お
こ
し
補
助
金
制
度
』

は
、
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
上
で
も

有
効
な
制
度
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
制
度

の
周
知
と
各
種
団
体
へ
の
活
用
の
働
き
か
け

な
ど
を
行
い
ま
す
。

　

ま
た
、
自
治
会
へ
の
支
援
と
し
て
、
連
帯

感
に
あ
ふ
れ
た
安
全
で
安
心
な
地
域
社
会
づ

く
り
を
目
指
す
活
動
に
対
す
る
助
成
制
度
を

創
設
し
ま
す
。

　

地
域
活
動
の
拠
点
と
な
る
集
会
施
設
は
、

引
き
続
き
計
画
的
な
補
修
工
事
や
修
繕
を
行

い
、
施
設
の
維
持
管
理
に
努
め
ま
す
。

　

行
政
運
営
に
つ
い
て
は
、
厚
岸
町
の
人
口

の
現
状
と
将
来
の
姿
を
示
し
、
今
後
取
り
組

む
べ
き
将
来
の
方
向
を
提
示
す
る
人
口
ビ
ジ

ョ
ン
と
、
今
後
5
カ
年
の
政
策
目
標
や
施
策

の
基
本
的
方
向
・
具
体
的
な
施
策
を
ま
と
め

た
総
合
戦
略
を
本
年
度
中
に
策
定
し
ま
す
。

　

ま
た
、
今
後
の
行
政
運
営
に
お
け
る
大
き

な
課
題
の
一
つ
に
町
有
施
設
の
老
朽
化
問
題

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
町
が
管
理
す
る
施
設
に

つ
い
て
、
長
寿
命
化
を
含
め
た
今
後
の
あ
り

方
な
ど
の
方
針
を
示
す
総
合
的
な
管
理
計
画

を
策
定
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、

本
年
度
は
、
ま
ず
、
町
が
管
理
す
る
施
設
の

現
状
分
析
な
ど
を
行
い
ま
す
。

　

行
政
を
効
率
化
し
、
国
民
の
利
便
性
を
高

め
、
公
平
・
公
正
な
社
会
を
実
現
す
る
社
会

基
盤
と
し
て
国
が
進
め
て
い
る
社
会
保
障
・

税
番
号
制
度
、
い
わ
ゆ
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制

度
に
つ
い
て
は
、
本
年
10
月
か
ら
、
町
民
一

人
一
人
に
個
人
番
号
が
付
さ
れ
、
平
成
28
年

１
月
か
ら
、
社
会
保
障
・
税
・
災
害
対
策
の

行
政
手
続
で
利
用
が
始
ま
り
ま
す
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
導
入
に
よ
り
、
地

方
公
共
団
体
は
、
個
人
番
号
の
指
定
や
情
報

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
た
情
報

連
携
な
ど
、
重
要
な
業
務
を
行
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
町
と
し
て
は
、
国
か
ら
示
さ

れ
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
基
づ
き
、
シ
ス
テ
ム

整
備
、
条
例
の
制
定
や
改
正
な
ど
の
事
務
を

的
確
に
進
め
る
と
と
も
に
、
町
民
の
皆
さ
ん

に
十
分
理
解
さ
れ
る
よ
う
、
広
報
誌
や
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
積
極
的
な
周
知
を
図
り
ま

す
。

　

昨
年
5
月
の
地
方
公
務
員
法
の
改
正
に
よ


